
【開発許可関係】
都市計画法29条許可を受けた場合は、盛土
許可を受けたものとみなされます。
※みなし許可となるのは、盛土規制法の許可対
象規模に該当するものです。（届出も同様）
※盛土規制法に基づく[標識の掲示],[中間検
査],[定期報告]は必要です。

【建築確認関係】

盛土規制法
許可・届出フロー

運用開始は、令和７年４月１日を予定しています。
●規制区域内において建築行為を行う場合で、宅地造成若しくは特定盛土等を行う場合は盛土規
制法の規制の対象となりますので、事前に許可・届出を行ってください。
●許可が必要となる場合、建築確認申請の際に、盛土規制法の許可証の写しを添付してください。
●このフロー図は手続きの流れを整理したものとなります。ご不明な点は熊本県建築課・熊本市
都市安全課へお問い合わせください。

（注1）令和6年11月時点で、熊本県内の規制区域は、旧宅造規制法に基づ
き指定した区域のみです。（熊本市及び荒尾市の一部）

（注2）このフロー図は、建築行為に伴う造成行為に関するものに限り掲載
したものです。宅地造成以外の造成行為及び土石の堆積を行う場合に
ついても、規制されますので、ご注意ください。

（注3）県の細則で、別途必要な手続き・様式を定める場合があります。
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以下の行為のいずれかに
該当しますか
①盛土で高さが1m超の崖
※を生ずるもの
②切土で高さが2m超の崖
※を生ずるもの
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い、高さが2m超の崖※
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地の面積が500㎡超と
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除く）
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を除く）
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